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令和７年７月

長崎県 文化観光国際部 観光振興課

新たな観光振興財源の検討について

令和７年度 地域別意見交換会

資料２



・観光施策のさらなる充実・拡大やその推進に必要な安定的な財源について、県議会や観光審議会からご意見をいた

だき、これを踏まえ、検討に向けた、宿泊事業者（県旅館ホテル生活衛生同業組合）との意見交換を実施いたしました。

〔意見交換〕

・今後、さらなる観光振興を推進する必要性について、関係者との認識を共有

・方向性や具体的な取組、それに必要な財源については、今後、関係者一体となって丁寧な議論が必要

県 議 会 観光審議会 宿泊事業者

 さらなる検討を深めるため、観光審議会の中に有識者からなる「観光振興財源専門委員会」を設置いたしました。
⇒専門委員会からの報告を受け、最終的には観光審議会から県へ答申する形で進めることとなっております。

概 要

 観光振興施策を充実させ、国内
外からの誘客拡大の取組を進
めていくためには、安定的な財
源の確保が不可欠。宿泊税を
含め、新たな財源を検討してい
く必要があると考える。

 観光振興は重要な施策だが財
源には限界がある。県として宿
泊税導入に向けた議論を進め
る必要があると考える。

 地域の事業者にいかに儲けて
いただくかといった視点から、
その役割を担うDMOのため
の安定財源として宿泊税のよ
うな検討もあるのではないか。

 インバウンド増加への対応など、
今後の観光の持続可能性に寄
与する施策に活用する財源と
して宿泊税などの「観光客から
得る財源」の新設は検討の余地
があるのではないか。

 宿泊客への負担を求めていく
ことになれば、やはり使途を明
確に、どのようなことに使うか
といったことが整理することが
重要だろう。

 組合内ではアンケート調査も実
施中

 事業者の中には、宿泊税には
反対といった方もいるので、丁
寧に議論をしてもらいたい。

新たな観光振興財源検討にかかるこれまでの議論や意見
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専門委員会の検討状況

第2回観光振興財源検討専門委員会結果

○新たな観光振興財源として「宿泊税で制度設計を行い、今後、市町などの意見も聞きながら検討を進めていくことが

適当」という方向性が示されました。

サービス
の向上

宿泊客の増

宿泊事業
者の収益

の増

（宿泊税の増）

好循環のサイクル

○観光振興施策に要する費用に充てるため、宿泊施設への

宿泊行為に課税、宿泊者から一人一泊あたり概ね数百円

を徴収

○令和７年５月末時点で、３都府県９市町村にて導入済、

その他総務大臣同意済み自治体が１２団体あり

※全国的にも６０を超える自治体が検討中

宿泊税とは ・・・
観光客等への

還元

２

観光客等の受入環境の整備、 観光資源の磨き上げ及び

情報発信の充実により、さらなる観光客等の増加を図る

ことで新たなサービスを提供する好循環のサイクルを

目指します。（右図参照）

観光客等の受入環境の整備、 観光資源の磨き上げ及び

情報発信の充実により、さらなる観光客等の増加を図る

ことで新たなサービスを提供する好循環のサイクルを

目指します。（右図参照）



観光消費
単価増
観光消費
単価増

滞在時間
延長

滞在時間
延長

観光客数
増

観光客数
増

国内外から選ばれる
魅力的な観光コンテンツの

磨き上げと創出

ターゲットにささる
戦略的プロモーションの展開

長期滞在につながる
広域周遊の推進

宿泊税を
活用した

観光振興施策

宿泊税を
活用した

観光振興施策
稼げる観光につなげる

産業基盤の強化

持続可能な観光を
推進していく体制の確立

宿泊客宿泊客

宿泊施設宿泊施設

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ
強化

ﾎｽﾋﾟﾀﾘﾃｨ
強化

高付加価値
経営の促進
高付加価値
経営の促進

宿泊税
納入

宿泊税
支払

新たな観光振興財源の充当に関する基本的な考え方

納税者等にとって、直接・間接的に事業の
便益が及ぶものであること

宿泊客数
増

宿泊税導入と宿泊税を活用した観光振興施策のイメージ

３

宿泊客数増
による収益増

観光関連
産業

・飲食、土産物等小売店
・ﾀｸｼｰ、ﾚﾝﾀｶｰ、交通機関
・歴史・文化・観光施設
・観光イベント など

観光関連
産業

・飲食、土産物等小売店
・ﾀｸｼｰ、ﾚﾝﾀｶｰ、交通機関
・歴史・文化・観光施設
・観光イベント など

ﾘﾋﾟｰﾀｰ数
増加

ﾘﾋﾟｰﾀｰ数
増加

観光客数増
による収益増

宿泊税
活用施策

宿泊税
活用施策
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宿泊税の税額(他県・長崎市の事例）

４

○他県の事例としましては、下表のとおり１００円～300円の範囲の税額となっております。

○県内で宿泊税を導入しております長崎市は、宿泊料金を3段階に区分し、その区分により１００円～５００円の税額となって

おります。

他県・長崎市の事例

自治体名・
導入時期

宿泊料金（人泊） 税額（円）
Ｒ５決算額
（百万円）

10,000円以上15,000円未満 100円

15,000円以上 200円

7,000円以上15,000円未満 100円

15,000円以上20,000円未満 200円

20,000円以上 300円

福岡県
（R2.4.1）

（金額に限らず）
200円

（福岡市内又は北九州市内のみ50円）
1,733

宮城県
（R8.1.13）

6,000円以上
300円

（仙台市内のみ100円）

広島県
（R8.4.1）

6,000円以上 200円

10,000円未満 100円

10,000円以上20,000円未満 200円

20,000円以上 500円

長崎市
（R5.4.1）

東京都
（H14.10.1）

大阪府
（H29.1.1）

4,399

2,510

297



宿泊税を活用した事業（先行自治体の事例）

福岡県

５

ベッドをダブル１台からシングル
2台に変更、客室単価向上

ﾕﾆﾊﾞｰｻﾙﾂｰﾘｽﾞﾑの推進（障がい者
の駐車ｽﾍﾟｰｽ等、具体的な対応に
ついてｱﾄﾞﾊﾞｲｻﾞｰ派遣により助言）

受入環境の充実受入環境の充実 観光資源の魅力向上観光資源の魅力向上 効果的な情報発信効果的な情報発信 観光振興の体制強化観光振興の体制強化

イカ王国
筑前玄海イカフェア

広域観光バスツアー
の造成

体験コンテンツ
（森林浴＋α）の開発

台湾のサイクリスト向け
旅行商品の造成

「ふくおか平日おトク旅」観光
キャンペーンの実施

海外での現地旅行会社
との商談会

ＤＭＯ登録に向け、県内観光協会
からの草案対応や専門家派遣を
行うワンストップ支援窓口の設置

宿泊税交付金を活用した市町村の観光
振興施策
（左：新幹線車両基地を見渡せる公園の整備、
右：観光資源の「花」を活かした体験ｺﾝﾃﾝﾂの造成）

長崎市

訪問客へのｻｰﾋﾞｽ向上・消費拡大訪問客へのｻｰﾋﾞｽ向上・消費拡大

サステナブルツーリズム
における体験コンテンツ
（一例）

訪問客への情報提供訪問客への情報提供

「Travel ｎａｇａｓａｋｉ」における情報提供

観光施設などの受入環境整備観光施設などの受入環境整備

世界遺産ビジターセンターのデジタル
映像導入等による展示リニューアル

緊急時の対応等緊急時の対応等

観光交流基金積立金

ナイトエコノミー
採択事業



宿泊税を活用した事業（先行自治体の事例）

金沢市

６

かなざわの用水の価値創造・発信
（川床の設置やライトアップなどの社会実験を実施）

文化観光の推進：モニターツアーの
実施（若手作家ツアー（友禅））

観光客の受入環境の充実

能登半島地震の復興に向けた緊急経済対策

市民生活と調和した持続可能な観光の振興

芸妓文化や茶屋文化の継承への支援
（左：ひがし茶屋街、右：にし茶屋街）

能登避難者の飲食支援
（観光客の減少の影響を大きく受けた飲食店の支援含む）

宿泊施設従業員を対象とした金沢ゲストセイバー講習

食のバリアフリーマップ（ベジタリアン、
ビーガン、生活習慣などに対応）

快適で美しいまちづくりのため
の指導を強化（「ぽい捨て等防止
啓発指導員」の巡回・指導）

能登応援・震災復興キャンペーン
（写真：能登物産展）

公共交通キャッシュレス
決済の導入

まちの個性に磨きをかける歴史・伝統・文化の振興

雪吊りによる冬の街路樹や公園樹木の
魅力向上（写真：金沢駅兼六園口）
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宿泊事業者の懸念点等に対する先行自治体の負担軽減策等の事例

７

宿泊事業者の懸念点等 先行自治体の負担軽減策等の事例

《その他》
○宿泊者が減少するのではないか。
・宿泊税を導入していない隣接する県へ宿泊客が流れてしまうの
ではないか。

・導入することでイメージが悪くなるのではないか。
・リピーター客の宿泊頻度や消費額が減少するのではないか。

《徴収》
○徴収事務の煩雑さ
・宿泊客への説明・徴収・トラブル対応などフロントの負担

○システム改修に係る経費の負担

○宿泊者からのクレーム対応
・フロントでのトラブルやカスハラ

○スタッフの配置（人手不足）・研修
・クレーム対応など、なり手不足の業界でさらに人材確保が厳しく
なるのではないか。
・宿泊者への説明がうまくできない。

《申告・納付》
●ｅＬＴＡＸを活用した電子申告・納付

《その他》
●長崎市、福岡県、大阪府について、宿泊税導入
前後の延べ宿泊者数を比較したが、コロナ禍を
除き減少している自治体はない。

《徴収》
●特別徴収義務者交付金の創設

●リーフレットや三角ＰＯＰ等広報媒体の作成

●システム整備費用への助成

●相談体制の構築
・徴収開始後、一定期間、カスタマーセンターを設置

●求職者と宿泊事業者をマッチングするための
合同就職説明会の実施

●宿泊税導入前の宿泊事業者向け説明会の実施

《申告・納付》
○申告・納付など事務負担の増加



観光振興財源検討専門委員会でいただいたご意見

《観光振興財源の活用》

○観光振興施策の推進は重要であり、新たな財源は既存の観光予算の財源への振替ではなく＋αとなるような制度
としていただきたい。

《制度設計》

○先行自治体の事例（現状と課題）を踏まえた制度設計が必要。

○離島を抱える長崎県の特性を踏まえた制度設計（離島住民への免税等）の検討が必要ではないか。

○離島住民の通院など目的別に宿泊税を免除する場合、宿泊事業者が判断するのは困難。
一旦納税いただいて別の施策で支援することも考えられる。

専門委員会の主なご意見
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《制度に対する関係事業者・県民の意見》

○事業者が理解して賛同することが前提であり、事業者の意見を聞きながら進めてほしい。

○長崎県民のためになるような制度とすべきであり、事業者だけではなく広く県民にも意見を聞いてはどうか。

《使途の明確化》

○宿泊事業者や納税する宿泊者の理解を得るためにも、使途を明確にしてほしい。

《先行自治体との調整》

○宿泊税導入には総務省の同意が必要。
長崎市が先例となることから財政需要などしっかりと調整を進めることが重要。

８



© Nagasaki Prefectural. All Rights Reserved

ご意見いただきたいこと

 本日皆様にご意見いただきたいこと

宿泊税の導入に向け、以下の事項について皆様のご意見をお願いします。

①宿泊税の使途

納税者等にとって、直接・間接的に事業の便益が及ぶ施策への活用を検討中であり、

具体的にはどのような活用が望ましいか。

②宿泊税の徴収金額

税額によって宿泊税を財源とする観光振興事業予算の規模が変わるが、どの位の金額が適当か。

③上記①②のほか宿泊税の導入全般について

宿泊税の免除する対象、宿泊税を導入する上での要望 など

９



469,073

529,554

691,991

554,507

682,636

508,205

541,851

681,886

592,434

714,346

710,355

647,590

610,377 

400,000

450,000

500,000

550,000

600,000

650,000

700,000

750,000

1月 2月 3月 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月

単位：人

月平均

【参考】延べ宿泊者数の月別内訳（令和５年県観光統計）

県全体（732万人泊）

１０

平均（６１万人泊/月）まで
引き上げると

４か月で要+３９万人泊


